
  

今回の申請のご案内は、 

「奨学のための給付金（通常申請）」についてです。 

 

就学支援金、その他奨学金とは異なる制度ですので、申請漏

れ等ありませんよう御注意ください。 



 

「所得割」欄に記載された金額を確認してください。 

※親権者が２名の場合、それぞれ御確認ください。 

※均等額は含めません。 

（均等額に金額が入っていても、所得割額がそれぞれ０円 

であれば、「奨学のための給付金」の対象となります） 

 
令和６年度 課税証明書（例：熊本市の場合） ※様式は各市町村で異なります。 

 
② 令和６年度 特別徴収税額の決定・変更通知書（例：熊本市の場合） 

  ※様式は各市町村で異なります。 


